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2016年11月28⽇、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（技能実習
法）が公布され、2017年11月1⽇に施⾏されました。
技能実習制度は、従来より「出⼊国管理及び難⺠認定法」（以下「⼊管法」という）とその省令を

根拠法令として実施されてきましたが、今般、技能実習制度の⾒直しに伴い、新たに技能実習法とそ
その関連法令が制定され、こ
れまで⼊管法令で規定されて
いた多くの部分が、この技能
実習法令で規定されることに
なりました。
技能実習法に基づく新たな

外国人技能実習制度では、技
能実習の適正な実施や技能実
習生の保護の観点から、監理
団体の許可制や技能実習計画
の認定制等が新たに導⼊され
た⼀⽅、優良な監理団体・実
習実施者に対しては実習期間
の延⻑や受⼊れ人数枠の拡⼤
などの制度の拡充も図られて
います。

外国人技能実習制度とは
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受⼊⽅式には、企業単独型と団体監理型の２つのタイプがあります。2018年末では企業単独型の
受⼊れが2.8％、団体監理型の受⼊れが97.2％（技能実習での在留者数ベース）となっています。

❶企業単独型
⽇本の企業等（実習実施者）が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け⼊れて技能実

習を実施する⽅式

技能実習生受⼊れの⽅式

❷団体監理型
事業協同組合や商⼯会等の営利を⽬的

としない団体（監理団体）が技能実習生
を受け⼊れ、傘下の企業等（実習実施
者）で技能実習を実施する⽅式
技能実習生は⼊国後に、⽇本語教育や

技能実習生の法的保護に必要な知識等に
ついての講習を受けた後、⽇本の企業等
（実習実施者）との雇用関係の下で、実
践的な技能等の修得を図ります。
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技能実習生の⼊国から帰国までの流れ
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外国人技能実習制度とは

・1993年(平成5年)に導入され、「技能実習」の在留資格で日本に在留する外国人が
報酬を伴う技能実習を行う制度。

・原則、最大5年間の実習を経て帰国。

・最低賃金以上の給与保証や業種 (R3.3.16現在85職種156作業) の制限、受入人数の
制限等があります。

・現地面接(WEB面接)・内定後、入国までに６ヶ月から1年程度かかります。

・現在、技能実習生は40万人を超えています。

ただし、問題点としては

・賃金、労働時間、安全配慮などの面で違法行為が多発している。

・転職が認められない。

・国際的に現代の奴隷労働と指摘されている。

といったようなことがあげられます。
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４月
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技能実習生の生活の様子
⼊国後、約１ヶ月間の講習（介護職は４０⽇前後）を⾏います。
現在は、八梅研修所（従来）と、R2.９に完成したTACTグループ中央研修センターの２拠点で研修
を⾏っています。

4月6日
52期生
入国

5月2日
53期生
入国

５月
5月12日
配属 6月

5月27日
54期生
入国

7月
6月7日
配属

7月4日
配属予定

6月20日
入国

コロナにより⻑く閉ざされていた実習生の⼊国は、
本年４月から再開されました。

よろしく
おねがい
します︕
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技能実習生の生活の様子 〜生活開始〜
約１ヶ月の共同生活を通して、⽇本の生活様式や衣食住のルールも身につけていきます。

施設の説明をしっかり⾏い、
また毎朝の朝礼でも健康管理
やコミュニケーションをとり
ます。

施設の説明
毎朝の朝礼

生活用品セット
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技能実習生の生活の様子 〜共同生活〜
約１ヶ月の共同生活を通して、⽇本の生活様式や衣食住のルールも身につけていきます。

予定が書いてあり、同時
に伝言ボードにもなって
います。

ごみは各部屋で分別
し、決められたもの
を出す練習を⾏って
います。

管理人室扉の
カレンダー
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技能実習生の生活の様子
約１ヶ月の共同生活を通して、⽇本の生活様式や衣食住のルールも身につけていきます。

在室/外出
確認ボード

土⽇に外出する際、自分
の名前のマグネットを外
出へ移動させます。

※門限は１８時。

多い時で２９名。
誰が部屋にいて、
誰が外に出ているの
かが⼀⽬瞭然です。
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技能実習生の生活の様子

近隣の地図
(先輩からのプレゼント)
５２期生のメンバーが、５３期生以降の

後輩のために自作してくれました。
これ以外にも、次のメンバーが⼊ってく

ると、急に先輩風が吹き、しっかりしよう
とするところが感じられます。

先に⼊国したメンバーは、次の⼊国メンバーが来ると先輩として責任感が出してきます。

カラオケボックスと
酒屋さんには、
『いきません』の注意
書きが⼊っています。
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技能実習生の生活の様子 〜掃除〜
２週間に１度、全員での掃除を１時間ほど⾏っています。各部屋だけでなく、廊下など共用スペー
スも清掃⾏います。

全員清掃①

広い廊下も全員で手分
けして掃除します。
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技能実習生の生活の様子 〜掃除〜
２週間に１度、全員での掃除を１時間ほど⾏っています。各部屋だけでなく、廊下など共用スペー
スも清掃⾏います。

全員清掃②

男性陣も掃除や⼒仕事
で頼りになります。
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技能実習生の生活の様子 〜掃除〜
掃除道具は整理整頓。ダイソンの掃除機は、平⽇も部屋の掃除で頻繁に使われます。

全員清掃③
きれいな状態を保つことを習慣にすることが、今後の
企業での生活に役⽴つはずです。
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技能実習生の生活の様子 〜掃除〜
掃除道具は整理整頓。ダイソンの掃除機は、平⽇も部屋の掃除で頻繁に使われます。

全員清掃④
天気が良い⽇に、皆で
布団を干しました。
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技能実習生の生活の様子 〜休⽇〜
講習生活中には、土⽇が５，６回あります。⼊国直後は外出できませんでしたが、それ以降は

買い物に出かけます。コンビニでの買い物の経験も、
⽇本に慣れるために必要。

⼤好きなライチが買えて満⾜︕
よく⾏く店は、アミカです︕︕

岐阜城に
⾏ってきました︕
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技能実習生の生活の様子 〜これからの意気込み〜
講習期間中に、各部屋ごとに１枚の作品を仕上げています。

手作り作品
⽇本語でのあいさつ文と、
⽇本とベトナムを象徴す
る絵が描かれています。

皆のこれまでの作品は八
梅研修センターに保存さ
れています。

仕事をがんばりたい。
私の夢はN1をとること
です。などの豊富が書
かれてています。
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技能実習生の生活の様子 〜配属〜
約１ヶ月の講習を終え、いよいよ配属の⽇を迎えます。

配属の⽇①
仲間との生活が終わるのはちょっと寂しいけど、
これから会社で働くことに期待でいっぱいの笑
顔が⾒られます。

１ヶ月前の⽇本に来たてのときよりも、みな自
信のある顔になっているように感じます。
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技能実習生の生活の様子 〜配属〜
約１ヶ月の講習を終え、いよいよ配属の⽇を迎えます。

配属の⽇②
仲間との生活が終わるのはちょっと寂しいけど、
これから会社で働くことに期待でいっぱいの笑
顔が⾒られます。
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技能実習生の生活の様子 〜配属〜
約１ヶ月の講習を終え、いよいよ配属の⽇を迎えます。

配属の⽇③
仲間との生活が終わるのはちょっと寂しいけど、
これから会社で働くことに期待でいっぱいの笑
顔が⾒られます。
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技能実習生の生活の様子 〜配属〜
約１ヶ月の講習を終え、いよいよ配属の⽇を迎えます。

配属の⽇④ ５３期生配属のときに全員での記念撮影
１ヶ月ありがとう

ございました。
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「特定技能１号」は、14の
産業分野で「相当程度の知
識経験を必要とする技能」
を要する業務に従事する外
国人材の在留資格です。
・2021年9月現在38.337人
が「1号」となっています。

「特定技能2号」は、現在
のところ２つの産業分野で
「熟練した機能」を要する
業務に従事する外国人材向
けの在留資格です。これま
での在留資格の「高度専門
職」「教授」「技術・人文
知識・国際業務」「介護」
「技能」等の資格と同等の
レベルの資格とされていま
す。

特定技能制度
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• 政府は人手不足に対応するため、外
国人労働者の在留資格を緩和する方向
で検討に入りました。事実上、在留期
限がなく、家族帯同も認められる在留
資格「特定技能2号」について、現在
の建設と造船・舶用工業の2業種だけ
でなく、人材確保が困難な農業や宿泊
業、飲食料品製造業、外食業などにも
拡大する考えです。関係省庁と調整し、
今春の正式決定を目指します。

• 与党内には、移民流入が地域社会に
とって大きな負担になり、あるいは社
会の分断をうながす懸念があることを
伝えています。また、低賃金の外国人
労働力の増加は日本人労働者の賃金水
準を抑える可能性があると指摘する声
も出ています。
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「移民なき時代へ人財争奪」

・経済的に豊かでも人口が減る先進国と、
貧しくても人口が増える途上国。これまで
両社を繋ぐ役割を果たしてきたのが移民の
存在です。

・今後、移民を抜きに人口増を考えるのは
難しい時代になってきます。

・これまで移民の送り出し元になってきた
新興・途上国も少子高齢化の波には簡単に
はあらがあえず、「供給」がいつまで続く
か見通せません。

・「移民が来てくれない未来」を見越し、
世界は社会を再構築する必要性に迫られて
います。

最後になりましたが、コロナが収まって日
本の経済が正常に戻った時に労働力は絶対
に必要になります。皆様が労働力不足を感
じ、技能実習制度、特定技能制度にご興味
がある方はお気軽にタクトグループまでご
連絡ください。
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ご清聴ありがとうございます
岐阜市打越546番地の２
TEL ０５８ー２９５ー７２９５
FAX ０５８ー２３３−６７７６
何かございましたらお気軽にご連絡ください。
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